
基線第二十九号　愛知県豊田市浅谷町土場地内の寿橋上流端の線

基線第三十号　　愛知県豊田市小滝野町地内の旭大橋の上流端

基点第三十六号　愛知県豊田市押山町地内国界橋の南西端

基点第四十七号　岐阜県恵那市上矢作町小田子字中屋地内の岐阜・愛知県境標識（右岸）

基点第四十八号　岐阜県恵那市明智町横通乳曽洞小林四四四の一の一の三番地先の岐阜・愛知県境標識（右岸）

点　　　イ　　　基点第四十七号から二百七十一度の線と矢作川左岸との交点

点　　　ロ　　　基点第四十八号から百三十五度の線と明智川右岸との交点

点　　　ハ　　　点ロから七十度の線と明智川左岸との交点

点　　　ニ　　　基点第三十六号から二百九十五度の線と上村川左岸との交点

点　　　ホ　　　基点第三十六号から二百九十三度五十分の線と上村川右岸との交点

漁業の位置及び区域

基線第二十九号から基点第四十七号と点イを結ぶ線までの矢作川、点ロと点ハを結ぶ線から下流の明智川、

基線第三十号から下流の段戸川及び点ニと点ホを結ぶ線から下流の上村川並びにそれらの支派川
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岐阜県恵那市明智町、串原及び上矢作町並びに愛知県豊田市（平成 17 年３月 31 日

における旧東加茂郡旭町及び稲武町の区域に限る。）

あゆ漁業、あまご漁業、うなぎ漁業

免許番号 　　　　　　　　　　　内共第四十九号

関係地区

行使制限統数

漁場の位置及び区域

漁業権者

漁業の名称

恵那市上矢作町下 746-1　岐阜県矢作川漁業協同組合

愛知県豊田市平戸橋町波岩 87　矢作川漁業協同組合


